
問
産
業
環
境
課
環
境
係
☎
０
７
９
ー

４
３
５
ー

２
７
２
１

令
和
５
年
度
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
は
中
止
し
ま
す

狂
犬
病
予
防
注
射
と
犬
の
登
録

動
物
病
院
で
は
、
年
間
を
通
じ
て
注
射
と
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

水道料金を改定します 問上下水道課☎０７９－４３５－２３７９

　
狂
犬
病
予
防
法
で
、
犬
の
飼
い

主
に
は
、
飼
い
犬
の
登
録
（
生
後

91
日
以
上
の
犬
）
と
、
飼
い
犬
に

年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
動
物
病
院
で
は
、
年
間
を
通
じ

て
注
射
と
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

注
射
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た

め
に
も
、
十
分
な
説
明
を
受
け
て
、

同
意
し
た
上
で
接
種
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　
す
で
に
播
磨
町
に
登
録
済
み
の

犬
に
は
、
３
月
下
旬
に
狂
犬
病
予

防
注
射
通
知
書
を
発
送
し
て
い
ま

す
。

※

令
和
５
年
度
事
務
委
託
動
物
病

院
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
参
照
）
以
外
で

注
射
を
受
け
た
場
合
は
、
動
物
病

院
に
て
発
行
さ
れ
た
狂
犬
病
予
防

注
射
済
証
を
、
産
業
環
境
課
ま
で

持
参
し
、
必
ず
注
射
済
票
（
手
数

料
５
５
０
円
）
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
　
令
和
５
年
度
の
対
象
者
は
、
次
の
（
１
）
ま
た

は
（
２
）
の
人
で
す

　
（
１
）
令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
で
播
磨
町
に
住
民
票

を
有
し
引
き
続
き
居
住
す
る
満
75
歳
以
上
の
人

　
（
２
）
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
、
も
し

く
は
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
令
和
５
年
度
中
に
受

け
た
人
（
転
入
前
市
町
で
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

す
で
に
受
け
て
、
播
磨
町
に
転
入
し
た
人
を
含
む
）

令
和
４
年
度
に
助
成
券
の
交
付
を
受
け
た
人
は
、
申

請
不
要
で
す
。
４
月
に
助
成
券
を
郵
送
し
ま
す

▼
新
た
に
申
請
が
必
要
な
人

　
①
昭
和
22
年
４
月
３
日
か
ら
昭
和
23
年
４
月
２
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人

　
②
令
和
４
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
５
年
４
月
１
日
ま
で

に
播
磨
町
へ
転
入
し
た
人
で
、
昭
和
22
年
４
月
２
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人

　
③
令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
で
要
介
護
・
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
74
歳
以
下
の
人

　
④
令
和
５
年
４
月
２
日
以
降
に
要
介
護
・
要
支
援
認
定

を
受
け
た
75
歳
以
下
の
人

　令和５年４月から、水道料金を改定しま
す。皆さまにはご負担をお掛けすることに
なりますが、災害に強く、安全な水道を維
持していくため、ご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。
▶改定日　令和５年４月１日
▶経過措置　令和５年３月31日以前から
継続して使用されている場合、２カ月ごと
の使用期間中に料金改定日以前の日数を含
む場合は現行（旧）の料金が適用されます

問

問 問
保
険
課
地
域
包
括
ケ
ア
係
☎
０
７
９
ー

４
３
５
ー

０
３
１
３

高
齢
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
券
交
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
象
者
を
拡
充
し
ま
す

　
高
齢
者
の
移
動
を
支
援
す
る
た
め
、
４
月
１
日
時
点
で
75
歳
以
上
の
住
民
を
対
象

に
、
播
磨
町
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
券
交
付
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
か
ら
、
74
歳
以
下
の
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
も

助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

問

狂犬病予防注射
と犬の登録につ
いて

飼い主の皆さまへ
人と犬が快適に暮らすために、マナーを守って飼いましょう。

●マナーその１
　犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。
　狂犬病は、すべての哺乳類に感染し、発症すると100％死亡する
　恐ろしい病気です。

●マナーその２
　放し飼いはやめましょう。散歩の際はリードをつけましょう。
　散歩中もリードを離したり、伸ばしすぎないように心掛けましょう。

●マナーその３
　犬のフンは必ず持ち帰りましょう。
　道路上に放置したままにするのは、飼い主のマナー違反です。
　犬のフンやブラッシンングのあとの抜け毛は必ず持ち帰り、燃えるごみ
　として処分してください。

改定後の水道料金表（一般用　２カ月につき　税抜）

メーター口径 基本料金 使用料金（１㎥につき）
使用水量 料金

10㎥まで
10㎥を超え20㎥まで
20㎥を超え40㎥まで
40㎥を超え60㎥まで
60㎥を超えるもの
10㎥まで
10㎥を超え20㎥まで
20㎥を超え40㎥まで
40㎥を超え60㎥まで
60㎥を超え100㎥まで
100㎥を超えるもの

13㎜

20㎜

1,300円

1,300円

80円
110円
125円
140円
155円
80円
110円
125円
140円
155円
170円

※口径25mm以上の料金表及び詳しい内容は町ホームページ
　でご確認ください。

　
⑤
令
和
５
年
４
月
２
日
以
降
に
播
磨
町
へ
転
入
し
た
人

で
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

▼
申
請
方
法
　

①
・
②
の
人
に
は
３
月
下
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。

③
の
人
に
は
４
月
上
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。
申
請

書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
本
人
確
認
書
類
の
写

し
を
添
付
し
、
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

④
・
⑤
の
人
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
保
険

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
郵
送
で
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

本
人
確
認
書
類
の
写
し
が
な
け
れ
ば
、
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。
添
付
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
券
の
交
付
時
期
　
３
月
中
に
申
請
書
を
受
け
付
け

し
た
も
の
は
、
４
月
中
旬
に
助
成
券
を
郵
送
し
ま
す
。
４

月
以
降
に
申
請
書
を
受
け
付
け
し
た
も
の
は
、
随
時
郵
送

し
ま
す

▼
助
成
金
額
　
上
限
６
千
円
（
５
０
０
円
券×

12
枚
）

※

令
和
５
年
４
月
〜
令
和
６
年
３
月
に
利
用
で
き
る
タ
ク

シ
ー
料
金
助
成
券
で
す
。

▼
申
請
時
期
と
交
付
枚
数
　
申
請
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

の
月
数
分
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
申
請

が
遅
く
な
る
と
、
交
付
枚
数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
ご
注

意
だ
さ
い

（
例
）
５
月
申
請
　
５
０
０
円
券×

11
枚

　
　
　
６
月
申
請
　
５
０
０
円
券×

10
枚

助
成
券
の
利
用
方
法

　
タ
ク
シ
ー
を
降
り
る
時
に
、
助
成
券
と
不
足
分
の
現
金

な
ど
を
合
わ
せ
て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
お
つ
り
は
で
ま

せ
ん
。

▼
利
用
条
件
　
次
の
条
件
が
あ
り
ま
す

条
件
１
　
乗
車
地
ま
た
は
到
着
地
が
播
磨
町
内
で
あ
る
こ

と
条
件
２
　
１
回
の
乗
車
運
賃
が
５
０
０
円
以
上
で
あ
る
こ

と
条
件
３
　
播
磨
町
と
契
約
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
業
者
を
利

用
す
る
こ
と

●
令
和
４
年
度
以
前
に
対
象
に
な
っ
た
人
で
、
ま
だ
申
請

を
し
て
い
な
い
人

　
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
保
険
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
有
効
期
限
が
切
れ
た
助
成
券

　
有
効
期
限
が
切
れ
た
助
成
券
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
間

違
え
て
使
用
し
な
い
よ
う
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。

水道料金の
改定について

1415
広報はりま 5.4広報はりま 5.4


